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　トナーカートリッジ製品には、大きくわけて、プリンターメーカーの「純正品」とリサイクル事業者による「リサイクル品」の2種類

があり、リサイクル品は全体の約23%を占めています。



　現在、国内におけるリサイクルトナーカートリッジの占有率

は約23％であり、幅広いユーザーに使用されています。しかし、

リサイクルトナーカートリッジが環境面にどの程度配慮されて

いるか等、製品のライフサイクルにおける定量的な指標があり

ませんでした。

　AJCRではリサイクルトナーカートリッジの環境負荷。特

に、CO2の排出量（地球温暖化影響）についてLCA（Life 

CycleAssessment）の手法を用いて会員企業から集めたデー

タを基に、数値化されたCO2排出量を把握しています。

　さらに、2016年を目標年として3年間でリサイクルトナー

カートリッジ１本当たりのCO2排出量を3%削減する目標を立

て、継続的な環境負荷の低減に努めております。　　

　2018年 LCA日本フォーラム表彰で奨励賞を受賞しました。

LCA活動
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E&Q製品

その他の
リサイクル品

トナーカートリッジ
出荷本数比率

リサイクルトナーカートリッジの出荷本数推移
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3%
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年間約2,158万本であり、その内リサイクル品が約503万本で約23%を占め、

リサイクルトナーカートリッジの

出荷本数は、ペーパーレス化などの

市場変化により2014年をピークに

減少傾向となっております。

その約20%がE&Q製品となっております。
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29

年に1回（条件クリアで2年に1回）、定期的に更新審査を受けるなど

29

厳正な運用が行われます。

と8桁の



明確な打ち消し表示を再生カートリッジ本体に行わなければならない。打ち消し表示は、下記内容を網羅した文言であること。
「本製品は、使用済みカートリッジを再生したもので、純正メーカーが再生した製品ではありません。○○○株式会社」社名は事業者名または販社名を記載する。

トナーの中に特定化学物質が処方構成成分として意図的に添加されていないことが確認され、
顧客から要求があればそそれに係る書類等を提供しなければならない。

3.7 労働安全衛生法のラベル表記を個装箱に行わなければならない。

3.9
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指定ロゴマークと労働安全衛生法の
ラベル表記 / 梱包箱への印刷
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https://www.ajcr.jp
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